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建設業における労働災害を防止するため、７月を建設業労働災害防止強化月間と定め、統

括安全衛生管理の徹底、法令に則した発注・施工、熱中症予防対策及びリスクアセスメント

の確実な実施、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の普及促進等、事業者・関

係者が一丸となって県下全域で集中的かつ効果的な労働災害防止活動の推進を図ることとし、

実施期間中の死亡災害ゼロを目指します！

令和７年事故の型別死傷災害発生状況建設業における死亡者数と死傷者数の推移
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「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」

本年も５月１日から９月30日までの期間は「STOP！熱中症 クールワーク

キャンペーン」を展開しています。

「兵庫第14次労働災害防止推進5か年計画」

2023年４月（令和５年度）より「兵庫第14次労働災害防止推進5か年計画」

がスタートしました。

労働災害防止及び働く人の健康保持増進を推進していきます。

…………………………………………………………………………………………………………………………………

● 墜落・転落災害の防止

● 墜落制止用器具の適切な使用促進

● 熱中症の予防

● 重機等災害の防止

● 土砂崩壊災害の防止

● 解体工事における労働災害の防止

● 高齢者・外国人の災害防止

● 一人親方等の安全確保

● 転倒災害・腰痛等の行動災害防止

● 復旧、復興工事での災害防止

● 現場における火災防止

● 交通労働災害の防止

● 職長・安全衛生責任者の職務の励行

● 石綿、化学物質による健康障害防止

重点事項

出典：労働者死傷病報告



① 関係団体、事業者、局署によるパトロール

② 建設工事現場に対する集中的な監督・個別指導

③ 足場からの墜落防止措置の周知と履行確保

④ 推進要綱（墜落・転落関係）に基づく対策の周知

⑤ 対策要綱（熱中症関係）に基づく対策の周知

⑥ 建設工事関係者連絡会議の開催

⑦ 発注機関等への実施要綱の取組要請

⑧ 建設職人基本法及び基本計画の周知

⑨ 集団指導の実施

⑩ 石綿最高裁判決を踏まえた法改正の周知

⑪ 要綱の周知、広報誌等による広報活動等

① 現場担当職員に対する教育・研修の実施

② 工事計画段階における安全衛生事前審査の徹底

③ 発注条件の適正化、工期の平準化や弾力化等

④ パトロール、協議会の設置と安全活動の推進

⑤ 入札参加指名時における安全成績の優良な業者

 の選定及び自主的活動を評価する仕組導入

① 経営首脳による強化月間の目標の設定、現場パトロール等、安全衛生管理活動の推進

② 元方事業者による統括安全衛生管理と関係請負人に対する指導の徹底

③ リスクアセスメントの実施に基づく、安全衛生計画の作成・実施

④ 建設業労働安全衛生マネジメントシステムに基づく、計画・実施・評価・改善の取組

⑦ 重機等災害の防止

・有資格者の配置 ・作業計画の作成

・路肩の崩壊防止、幅員の確保、誘導者の配置

・作業半径内の立入禁止措置

⑧ 土砂崩壊災害の防止

・土止め先行工法の採用と普及

⑪ 外国人労働者の災害防止

・外国人労働者に配慮した安全衛生教育の実施、

 現場内の掲示等

⑫ 一人親方等の安全確保

・安全衛生に関する措置を統一的に実施

 ・労災保険の特別加入制度への加入勧奨

⑥ 熱中症の予防対策

・熱中症にかかる改正労働安全衛生規則の適切な実施

 ・「職場における熱中症防止のためのガイドライン」

に基づく対策

⑭ 石綿及び化学物質による健康障害防止対策

・改正石綿則に基づく石綿ばく露防止対策

・ベンジルアルコール等を含有する剥離剤を使用した

塗料の剥離作業における災害防止

・溶接ヒュームに係る改正特化則に基づく対策

・第10次粉じん総合対策に基づく対策

⑬ その他の安全対策

 ・転倒の態様に応じた具体的な防止対策

・木造家屋建築工事における安全衛生管理体制の整備

 ・伐木等作業に係るガイドラインに基づく対策

・復旧、復興工事での災害防止対策

・火災防止対策

・ずい道工事に係る各ガイドラインに基づく対策

・交通労働災害防止対策

・荷役ガイドラインに基づく取組

・職長、安全衛生責任者教育の実施

⑤ 墜落・転落災害の防止

 ・適正な足場等の設置

 ・ロープ高所作業の危険防止措置

 ・推進要綱に基づく対策

 ・手すり先行工法等、より安全な措置

 ・幅１メートル以上の箇所における本足場の設置

 ・フルハーネス型墜落制止用器具の使用の推進

 ・足場組立作業主任者の職務励行

 ・足場設置が困難な場合の墜落制止用器具

 取付設備の設置

 ・はしご等からの墜落防止対策

「令和８年建設業労働災害防止強化月間実施要綱」実施事項（概要）

主唱者

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

発注者（要請事項）

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

工事実施者（建設店社及び建設工事現場）

⑩ 高年齢労働者の災害防止

・「高年齢者の労働災害防止のための指針」に基づ

く対策

⑨ 解体工事での災害防止

・作業計画の作成 ・上下作業の禁止

・合図の統一 ・保護具の適正使用
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